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６月１日（土）授業参観後、木津小学校体育館にて“令和６年度PTA総会”
が開催されました。

総会の議案は、以下の４点。
① 令和５年度PTA事業報告
② 令和５年度決算報告及び会計監査報告
③ 令和６年度PTA事業計画
④ 令和６年度会計予算

昨年度のPTA臨時総会において会則が改訂され、今年度より
新しい木津小学校PTAがスタートすることもあり、特に③、④につ
いては、時間をかけて説明しました。（議案書をご確認ください。→）

PTA総会（6/1）開催 ！

木津小学校PTA会則 →
木津小学校PTA選出規定 →

今年度のPTA活動の特徴①

“ボランティアセンターの導入”

ボランティアセンターは、PTA会員の皆様のボランティア活動を円滑に運営するために
活動します。（会則第１３条）会員の皆様には、ボランティアセンターが発行する登録用紙
（裏面参照、正式用紙は後日配布）に、参加可能なPTA活動を記入して提出していただ
きます。

もちろん、途中で変更はOKです。「仕事が入って・・・」「子どもの体調が・・・」など、そ
のときの状況は分かりません。もし変更する場合は、遠慮なく学校までご連絡ください。追
加の登録もOKですので、予定がつきましたら１回でも多く参加をお待ちしています。

今年度のPTA活動の特徴②

“ボランティア活動ポイントカードの導入”

①ボランティアセンターが１年間の
PTA活動一覧を作成。

②「PTAボランティア活動登録用紙」を配付。

③各家庭で用紙に参加可能な活動に印を付け、
提出。

【ボランティア登録の流れ】

PTA会員の皆様の“自主的・積極的な参加”を目的にボランティアカードを発行します。
PTA活動に参加された際に、各自でご記入ください。

「活動の種別」「活動し
た日付」を記録。
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（例）
二次元コードを読
み取ると、PTA活
動リストが表示さ
れる。

＊「活動の種別」について

A・・・懇談会・講演会への出席（2ポイント）

B・・・学校行事のお手伝い（１ポイント）

C・・・その他（１ポイント）

＊「記録の仕方」について

＜ ポイント数 × 参加人数 ＞で記録

（例）PTA人権講演会（11/12）に
家族（２名）で参加された場合

PTA人権講演会（A：2ポイント）×２名＝４ポイント
なので、ボランティアカードに４マス分記録す
ることができます。

＊カードがいっぱいになったら（１０ポイント貯まったら）・・・
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学校に持ってきていただくと、“景品”と新しいポイントカードに交換いたします。カードは
お子様に持たせていただいてもOKです。（その場合景品については、こちらで選ばせてい
ただきます。ご了承ください。）

新たな体制としてスタートする木津小学校PTA。わからないことがあれ
ば、ボランティアセンター・木津小学校（７２－００３８：平田）までお問合せ
ください。

『できるひとが、できるときに、PTA 活動を！』
（令和６年度PTAテーマ）①
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